
監査の状況

　取締役の職務執行に関する監査については、社外監査役
３名を含む監査役５名体制のもと、月１回及び必要に応じ
て臨時に開催される取締役会に出席し、主に法的側面から
監査しています。
　また、常勤監査役２名においては、相互に連携し、経営会
議・営業執行会議・技術執行会議・リスク統括委員会その他
の重要な会議への出席、内部統制に関してリスク管理担当
部門より月次報告を受ける他、必要に応じて取締役その他

　内部監査については、監査部９名体制のもと、監査部によ
り情報管理・リスク管理などに関する内部監査及び財務報
告に係る内部統制の評価を実施しています。会計監査にお
いて内部統制上の課題が発見された場合には、その情報が
都度各部門に伝えられ改善が検討されると同時に、内部統
制評価の一環として監査部も当該情報を入手し、各部にフ
ィードバック及び各部の改善状況についてのモニタリング

会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

会計監査人の選定方針と理由
　当社では、「会計監査人の解任または不再任の決定の方
針」を以下の通り定めています。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に
定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同
意により会計監査人を解任します。
　上記のほか、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の
発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる
場合、監査役会は、株主総会に提出する当該会計監査人の解
任または不再任に関する議案の内容を決定します。
　監査役会では、監査役会が定めた「会計監査人の評価基
準」により、会計監査人の評価を行い、取締役、社内関係部署
及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受け、同方
針に基づく判断と再任の適否について、毎期検討を行って
います。

役職員への業務執行状況のヒヤリング、稟議書・議事録・会
議資料・報告書の閲覧等を通じて、内部統制システムも含め
た監査活動を行っています。
　会計監査においては、監査役全員で四半期ごとに会計監
査人であるEY新日本有限責任監査法人との面談を行って
おり、会計監査計画の説明、四半期レビュー、期末の会計監
査報告を受けるほか、必要に応じて常勤監査役が、経理部
門、監査法人と随時面談を行っています。

を行い、その状況について社長、取締役会、監査役及び会計
監査人に報告しています。
　また、監査役監査との役割調整及び整合性を図るため監
査役に対して適宜状況報告を行いながら活動を行ってお
り、監査役は内部監査への立会い、内部監査結果の報告を受
けるほか、社内の状況に関する情報交換を適宜実施してい
ます。

監査役及び監査役会による会計監査人の評価
　当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行ってい
ます。
　監査役会では、監査法人の品質管理、監査チームの独立
性、専門性、監査報酬の水準、監査役、経営者、内部監査部門
等とのコミュニケーション等を評価項目とする「会計監査
人の評価基準」を定めています。
　この評価基準に基づき、会計監査人の評価を行い、取締
役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、
報告を受け、「会計監査人の解任または不再任の決定の方
針」に基づく判断と再任の適否について、毎期検討を行って
います。
　同評価基準に基づく評価とその他の確認による検討の結
果、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門
性等は適切であると判断しました。

監査役監査の状況

内部監査の状況

会計監査の状況

コンプライアンス／リスク管理体制

コンプライアンス／リスク管理体制

に関する相談や法令違反行為等の通報のために内部通報
制度を設け、社外を含めた窓口を設置しています。

❷	当社は、2005年4月より社長直轄の監査部を設置し、内部監査
に関する社内規程に従い当社グループ各部門における諸活動
が法令、定款、会社の規程、方針等に適合し、妥当であるものか
どうかを検討・評価し、その結果に基づき改善を行っています。

❸	当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力及び団体とは一切関係を持たず、これらの反社会的勢力及
び団体に対しては、毅然とした態度で組織的に対応します。

❶	当社は、企業の存立と継続のためにはコンプライアンスの
徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、2003年4月に

「長谷工グループ行動規範」を制定し、全ての取締役、執行
役員及び使用人が法令・定款の遵守はもとより、社会規範
を尊重し、社会人としての良識と責任を持って行動するべ
く社会から信頼される経営体制の確立に努めています。ま
た、コンプライアンスの向上に向けコンプライアンス室を
設置し、コンプライアンスに関する社内規程に従い、コンプ
ライアンスの推進・教育を行うとともに、コンプライアンス

コンプライアンス体制

リスク管理体制

公益通報・コンプライアンス相談窓口の設置

コンプライアンスの推進

❶	当社は、様々なリスクに対して、リスク関連情報の収集
に努め、リスクの大小や発生可能性に応じて、リスク発
生の未然防止策や事前に適切な対応策を準備する事に
より、損失の発生を最小限にするべく、2006年4月に設
置したリスク統括部(2017年4月1日より「リスク管理
部」に改称)を中心に組織的な対応に取り組んでいます。

❷	具体的には、経営管理部門の各セクションが連携をとりな
がら職務の役割に応じて業務執行状況をチェックする体
制とし、さらに、監査部によるチェック体制を整えていま
す。業務執行の意思決定の記録となる稟議制度において
は、2002年4月より決定手続きを電子化する電子稟議シ
ステムを導入し、監査役及び経営管理部門がその内容を
常時閲覧、チェックできる体制を構築しています。

　当社では、コンプライアンス全般に関する社員からの通報・
相談を受け付ける相談窓口を、リスク管理部コンプライアン
ス室に設置し運用しています。また、公益通報者保護法に則

　当社では、誠実かつ社会に貢献する企業活動を展開して
いくために、「長谷エグループ行動規範」を制定し、役職員の
基本的な行動の規範を定めています。本規範の浸透を図る
ために、全社員に対して、『長谷工グループコンプライアン

❸	また、取締役会、経営会議、二つの業務執行会議である営業執行
会議及び技術執行会議へ付議される案件のうち多数の部署が関
わる案件、専門性の高い案件については、諮問会議・委員会を設
けることで、事前の検証を十分に行うとともに、モニタリングが
必要なものについては定期的な報告を義務付けています。

❹	加えて、当社及びグループ全体のリスク管理体制の強化を目的
として、2006年5月に社長を委員長とするリスク統括委員会を
設置し、リスク管理に関する社内規程に基づき、リスクの横断的
な収集、分析、評価、対応を行っていく体制を整備しています。ま
たグループ全体のリスク管理全般に関する責任者としてリスク
管理グループ統括役員を任命しています。

❺	リスク統括委員会の討議内容については、定期的に取締
役会に報告するものとしています。　

り、通報者の保護体制の構築と法令違反行為等に関する通
報・相談を受け付ける窓口を、リスク管理部コンプライアンス
室及び社外窓口として法律事務所に設置し運用しています。

ス規程集』や『コンプライアンスブック』を配布しています。
また、社内イントラによるコンプライアンス推進に関する
定期的な情報発信を行っています。
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グループ統括本部報告会の様子

行動規範

　長谷工グループでは、コンプライアンスの確実な実践を
重要な経営課題のひとつと位置づけており、これを推進す
るために「長谷工グループ行動規範」を定め、全役職員への
徹底を図っています。また、行動規範で示した基本姿勢を全
役職員へ徹底するべく、「長谷工グループ行動規範」及び行
動規範の各条項を解説した「長谷工グループコンプライア
ンスマニュアル」を含む「長谷工コンプライアンス規程集」
を全役職員に配布しています。

　「長谷工グループコンプライアンスマニュアル」では、具
体的に「業務上での各種法令等の遵守（入札談合、カルテル
の禁止他）」「不正行為の禁止（利益相反行為の禁止他）」「社
会規範の遵守（反社会的勢力への対応、公務員への贈答及び
接待他）」「社内規定の遵守（権限踰越行為の禁止、会社資産の
使用他）」等に関する遵守事項をまとめ、コンプライアンス
遵守の徹底並びに贈収賄・腐敗防止の徹底に努めています。

贈収賄・腐敗防止に関する企業方針またはコミットメント

●	 良識と責任ある行動/法令等の遵守/人命の尊重/人権
の尊重/リスク顕在化の予防

●	 各種業法の遵守/品質管理の徹底/安全管理の徹底/顧
客満足度の向上/独占禁止法等の遵守/不正競争の防止/
知的財産権侵害行為の禁止/利益供与、接待等/寄付行
為と政治献金/適正な会計・税務処理/経営情報の開示/
反社会的勢力との関係断絶

●	 新技術、新商品、新サービスの開発/顧客ニーズに応え
る商品、サービスの開発・改善/環境保護活動/社会への
貢献

当社は、企業の存立と継続のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、「長谷工グルー
プ行動規範」を制定し、全ての取締役、執行役員及び使用人が、国内外問わず、法令・定款の遵守はもとより、社会規範
を尊重し、社会人としての良識と責任をもって行動するべく社会から信頼される経営体制の確立に努めています。

●	 会社財産の管理と適正使用/会社情報の管理/個人情報
の管理/知的財産権の保全/情報システムの運用

●	 前向きな企業風土の醸成/労働関係法令の遵守/労働災
害の防止と職場環境の保全/人格の尊重/政治・宗教活
動の禁止

●	 株主権の行使に関する利益供与の禁止/利益相反行為
の禁止/インサイダー取引の禁止/背任行為の禁止/そ
の他の不正行為の禁止

グループ行動規範

震災対策BCP訓練の実施
　長谷工グループは大震災その他自然災害発生時のグルー
プ各社の重要業務を明確にし、提供する“住まい”の安全確
保とともに、業務が中断しないこと、中断しても可能な限り
短い期間で再開することができる仕組み、また、従業員とそ
の家族の安全を確保した上で、事務所や作業を速やかに保
全し、復旧活動・復旧支援に携わる従業員が自律的に行動す
ることができる仕組みを構築することを目的として、「事業
継続計画」または「震災対策マニュアル」を定めています。
2019年1月～2月にかけて東京・関西・東海・九州地区で実
施した震災対策BCP訓練では、①休日訓練②地図システム
を使った物件被災状況一次確認訓練③重篤被災エリアの設

定によるグループ横断的な応急復旧指示訓練をポイントに
実施しました。

情報セキュリティ・個人情報保護

近年、情報技術の発展に伴って、様々な局面で情報資産が
脅威に晒される危険性も増大しています。

長谷工グループでは、お客さま情報をはじめとして、事業
で取り扱う情報資産の保護・管理強化に取り組んでいます。
グループ全体で「長谷工グループ情報管理規程」「情報セキ
ュリティ基本方針」を定め、グループ共通の「情報の取扱い
に関するガイドライン」を制定し、情報管理に関する意識の
醸成を行っています。さらに、グループ各社の事業や取り扱

う情報の内容にあわせた個々の管理基準を定めています。
賃貸住宅の運営管理を行う長谷工ライブネットでは、入

居者・入居希望者の皆様の個人情報や、取引先からお預かり
した情報資産を取り扱っています。このため、東京、大阪の
全部門で情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）
を構築しています。日々の情報資産管理活動の点検・見直し
には、国際規格ISO/IEC27001を活用しており、2005年8
月に認証を取得しています。

情報セキュリティ

長谷工グループでは、個人情報保護の重要性を認識し、そ
の取り扱いに関する方針として、グループ全社で個人情報
保護方針（プライバシーポリシー）を定めています。

グループ全社で、社内における個人情報保護の責任体制
を明確にするために、個人情報保護管理者を設置するとと
もに、個人情報に関する社内規定を整備し、これを遵守する
よう従業員への教育啓発を実施しています。

また、個人情報を取り扱う情報システムに必要なシステ
ム要件と運用ルールを定めた「情報システムにおける個人
情報取扱いガイドライン」を制定し、対象となるシステムの

管理体制と運用方法をルール化しています。
また、個人情報の紛失・漏洩を防止するため、管理の徹底

及び各種セキュリティ対策を実施しています。これら一連
の個人情報保護が確実に実施されていることを検証するた
めに定期的に内部監査を行っており、必要に応じて是正を
図っています。加えて、個人情報保護の状況について第三者
からの客観的な評価を得るために、プライバシーマーク（P
マーク）の審査を受け、グループ4社でPマークを付与され
ています。

個人情報保護

情報管理に関する規程類

グループ共通
●	 長谷工グループ情報管理規程・情報セキュリティ

基本方針
●	 �情報の取り扱いに関するガイドライン

長谷工コーポレーション
●	 情報システム・セキュリティ規程

長谷工コーポレーション
●	 個人情報保護方針
●	 �個人情報保護規程
●	 個人番号及び特定個人情報の取扱いに関する
	 基本方針
●	 �個人番号及び特定個人情報取扱規程
●	 個人情報等保護内部監査規程
●	 �個人情報等外部委託管理規程
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人権の尊重／CSR教育・啓発

長谷工グループでは、「長谷工グループ行動規範」の中で「人権の尊重」を明文化しています。グループの社員一人ひとりが人権
に対して理解を深め、常に高い意識を持って業務にあたることができるよう、グループ内での浸透を進めていきます。

人権に関する基本的な考え方

2.	 行動の基本姿勢
	 （4）	人権の尊重
	 あらゆる企業活動の場において、すべての人の基本的人権を尊重し、また、出生、国籍、信条、宗教、性別、心身における

障害の有無等の理由による差別や個人の尊厳を傷つける行為を行わない。

長谷工グループ行動規範（抜粋）

長谷工グループでは、人権に対する意識を醸成するため
の取り組みの一つとして、新入社員の導入研修で人権に関
するテキストを配布しています。

また、派遣社員やパートタイマーを含むすべての従業員
を対象に、就業規則等でハラスメントに該当する行為を禁
止しています。ハラスメントを予防するために、社員向けの
eラーニングで定期的に教育を行うほか、社員に配布してい
る『コンプライアンス通信』や社内掲示のポスターを通じ

て、啓発を行っています。加えて、社員からのハラスメント
に関する相談は、内部通報制度における社内及び社外の窓
口にて受け付けています。

さらに、結社の自由や団結権、団体交渉権、団体行動権を
企業として尊重すべき基本的な要素と考え、その旨を労働
協約の中で定めています。

人権尊重のための取り組み

　長谷工グループでは、「CSRビジョン」「CSR方針」に基づ
き、すべてのグループ社員がCSRを理解し、日常業務の中で
実践していくため、グループ内でのCSR教育・啓発に力を入
れています。
　2018年度は、グループ各社の役職者向けにCSRに関する
講演会の開催、またグループ社員を対象にeラーニングを使
用しての学習を実施しました。
　これからも長谷工グループでは、社内報やイントラネッ
トなどを活用し、最新のCSRの動向やグループ内でのCSR
の取り組みに関する事例などを積極的に紹介していき、社
員一人ひとりの行動につながる教育・啓発を継続します。

CSR教育・啓発

人権の尊重

社会貢献活動

「長谷工の森林（もり）」プロジェクトは2017年2月に迎えた80周年記念事業の一環で、“社会貢献”“未来志向”“地域との連携”を
テーマに2017年に長野県茅野市、2018年に和歌山県田辺市で活動が始まりました。これからも地域の皆さまとともに、グルー
プ全体で森林整備活動に積極的に取り組んでいきます。

「⻑⾕⼯の森林（もり）」プロジェクト

和歌山県田辺市での森林整備活動
　2018年5月19日、第1回目の活動を実施しました。グループ社員とその家族61名が参加し、除幕式、記念植樹の後、中辺
路町組合をはじめ地域の方の協力のもと、コナラ・ヤマザクラなど500本に及ぶ植樹を行いました。今後も地域の皆さま
とのつながりを大切に、末永く活動していきます。

長野県茅野市での森林整備活動
　2018年6月2日、9月29日に活動を実施しました。6月2日は七ヶ耕地財産区をはじめ、長野県林野部、諏訪地域振興局の
協力のもと、グループ社員とその家族87名が、森林内の小木伐採や倒木等の片付けを行いました。9月29日はグループ社
員とその家族70名が参加し、地元業者による大木伐採のデモンストレーション見学と森林内散策を行いながら、生物多様
性の意義や重要性を学びました。

集合写真（長野県茅野市） 集合写真（和歌山県田辺市） 苗木の植樹（和歌山県田辺市）

生物多様性保全活動

1.	 コンプライアンス
	 生物多様性保全に関する法令等を順守するとと

もに、関連政策や社会的要請を把握し、その知見
を事業活動に反映するよう努めます。

2.	 教育啓蒙
	 生物多様性の保全活動のために必要な知識・法令

等の情報を、社内教育等を通じて普及展開し、生
態系の価値に対する社員の認識を高めます。

長谷工グループは、「都市と人間の最適な生活環境を創造し、社会に貢献する。」をグループ理念に掲げ、企業活動を行って
います。人や企業は、自然環境からの様々な恵みを享受していることを認識し、生物多様性に配慮した企業活動を行うこ
とにより、この保全並びに改善に資するよう努め、より快適で持続可能な地球環境を目指して参ります。

基本理念

行動指針
3.	 建設事業における配慮
	 生物多様性に配慮した計画・設計・提案の実施、工

事による影響の回避・低減に努めます。
4.	 研究開発
	 生態系に関する情報や技術的知見の集積を行い、

関連する技術研究開発を進めます。
5.	 社会との協調
	 地域の環境保全活動や学会・協会活動への参加を

通じて、社会への貢献に努めます。

長谷工グループ生物多様性行動指針

CSR講演会の様子

信頼される組織風土
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